
【問い合わせ先】
港北区高齢・障害支援課 電話：045-540-2321

FAX：045-540-2396

写真

『港北MMダンス』 は、
★高齢者のフレイル予防を目指した体操

★筋トレとストレッチの要素、チアリーダーの動き

を取り入れ、音楽を口ずさみ楽しめるような体操

★横浜市総合リハビリテーションセンター監修による

体操です。

※MMは、「ミズキー」のMと「マリノスケ」のMです。

≪予告≫ 令和７年6月から

『港北MMマイスター』を募集予定‼

※『港北MMマイスター』とは、

「港北MMダンス」と「フレイル予防」について学び、

自分で取り組みながら、周りにも広めてくれる⼈。

フレイル予防に関する知識を段階的に学びます。

（1コース全5回予定）

フレイル予防は、

①運動 ②口腔 ③栄養 ④社会参加

が大切

フレイルとは、

体⼒や気⼒、認知機能など、からだとこころ

の機能（はたらき）が低下し、将来介護が必要

になる危険性が⾼くなっている状態です。

早く気づいて予防することで、状態の維持・

改善が期待できます。

👆👆横浜F・マリノスのサポーターズソングに合わせて、

横浜 F・マリノスのマスコットキャラクターの「マリノスケ」、
オフィシャルチアリーダーズの「トリコロールマーメイズ」 、
港北区キャラクター「ミズキー」 も一緒に行っている
みんなでやってみた！Verです。

★地域の活動に取り入れて、楽しんで行ってください‼

もっと詳しく
「立位編」「座位編」
Verもあります！

詳しくはこちら➢

様々な世代の方と一緒に行う機会、家族や身近な人と一緒に行うきっかけ
を通じて、高齢者のフレイル予防と社会参加を目指します！
ぜひ、高齢者のみでなく、孫・子ども世代まで、地域の活動に取り入れて

地域全体の元気づくりにご活用ください♪

資料１



新たなパスポート（2025年旅券）の発給と申請手続等の変更点について【情報提供】 

１ 趣旨・概要 

 令和７年３月 24 日申請分以降、偽造・変造対策を大幅に強化した新たなパスポート

（2025 年旅券）の発給が始まるとともに、申請手続等が変更されます。申請から交付ま

での日数や申請手数料が変わるほか、これまでの切替申請に加え、新規申請においても

オンライン申請をご利用いただけるようになります。

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ パスポート申請手続等の変更点（令和７年３月 24 日申請分以降） 

(1) 「2025年旅券」の導入

ア 偽造・変造対策を大幅に強化した「2025 年旅券」の発給が開始されます。顔写真ペ

ージがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。 

イ 現行、各都道府県旅券事務所で旅券を作成していますが、「2025 年旅券」は国立印刷

局で集中的に作成された後、各都道府県旅券事務所に配送されます。そのため、パスポ

ート申請から交付までにかかる日数が以下のとおり変更されます。 

※パスポートの有効期限を確認し、十分余裕をもって申請をお願いします。

(2) オンライン申請の利便性が向上

ア 切替申請のみ可能であったオンライン申請が新規申請にも拡充され、ほとんど全て

の申請でマイナポータルを通じたオンライン申請※が可能になります。オンライン申

請をしていただくと、来庁は受取時の一回のみで済みます。（これまでどおり紙の申請

書による窓口での申請もできます。） 

※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。

窓 口 現 行 
変更後 

（3/24申請分から） 

横浜市パスポートセンター 

（中区・産業貿易センタービル２階） 
６日間 9 日間 

センター南パスポートセンター

（都筑区・センター南駅構内１階） 
８日間 11日間 

市連会３月定例会説明資料

令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日

市民局パスポートセンター

資料２



  イ オンライン申請では戸籍の情報がシステムにより連携されるため、戸籍謄本の提出

が不要になります。 

 

  ウ 申請手数料が変更され、オンライン申請の場合は窓口申請に比べて 400 円安くなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市パスポートセンターWEBページ 

２次元コード→ 

申請方法 現 行 
変更後 

（3/24 申請分から） 

10年有効 

パスポ―ト 

窓口 
16,000円 

16,300 円 

オンライン 15,900 円 

５年有効 

パスポート 

窓口 
11,000円 

11,300 円 

オンライン 10,900 円 

市民局パスポートセンター 
担当 田嶋、入江 
電話 045-671-9580 /FAX 045-671-9590 
メール sh-passport-sb@city.yokohama.lg.jp 



１「2025年旅券」の導入【安全に！】

（1） 2025年3月24日申請分から、偽造・変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給が開始
されます。
▶現行、申請者から申請を受理した都道府県旅券事務所で旅券を作成していますが、2025年
旅券は国立印刷局で集中的に作成し、都道府県に配送のうえ、申請者に交付します。

▶顔写真ページがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。

問合せ先 横浜市市民局パスポートセンター
TEL：045-671-9580 FAX：045-671-9590

（平日9：00～16：45）

（1）ほとんど全ての申請でマイナポータルを通じたオンライン申請※が可能になります。
▶オンライン申請なら、来庁は受取時の１回のみに！

（2）国立印刷局から配送するため、申請から交付までの日数が以下のとおり変更になります。
▶パスポートの有効期限を確認し、十分余裕をもって申請をお願いします。

（3）手数料が以下のとおり変更されます。オンライン申請だと窓口申請に比べ４００円お得になります！
申請方法 現 行 変更後（3/24申請分から）

10年有効パスポート
窓口

16,000円
16,300円

オンライン 15,900円

５年有効パスポート
窓口

11,000円
11,300円

オンライン 10,900円

窓 口 現 行 変更後（3/24申請分から）
横浜市パスポートセンター

（中区・産業貿易センタービル２階） ６日間 ９日間

センター南パスポートセンター
（都筑区・センター南駅構内１階） ８日間 11日間

（2）オンライン申請では戸籍の情報がシステムにより連携されるため、戸籍謄本の提出が不要になります。

横浜市パスポ―トセンターWEBページ
2次元コード

※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。

２オンライン申請の利便性が大幅に向上【便利に！】

™



GREEN×EXPO 2027の機運醸成について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

 GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）は、令和７年３月19日に開催２年前を迎

えます。これを契機に、開催２年前限定の新たなデザイン等により、横浜の街を彩り、「GREEN

×EXPO 2027」の更なる機運の醸成を図ります。 

引き続き、GREEN×EXPOの開催に向け、自治会町内会はじめ、市民の皆様と共に盛り上げ

ていきたいと考えています。ぜひ、ご期待ください。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 事業の概要 

「GREEN×EXPO」で車体をラッピングした電車を初運行！ 

・車体広告（ラッピングトレイン） 【運行期間】３月上旬～５月末（予定） 

・車内広告（アドトレイン） 【運行期間】２月下旬～３月末（予定） 

都心部や地元瀬谷区・旭区を GREEN×EXPO で彩り、祝祭感を演出！ 

・カウントダウンボードの設置 【設置期間】３月19日～GREEN×EXPO終了まで（予定） 

・会場周囲の仮囲いの装飾 【実施期間】３月19日～当面 

横浜都心部や会場周辺駅の装飾  

・壁面広告：横浜駅、新横浜駅、

元町・中華街駅、瀬谷駅 等 

【実施期間】３月初旬から順次実施予定・柱巻き広告：馬車道駅、新横浜駅 

・階段広告：新横浜駅、馬車道駅

＊詳細は、別添「令和７年３月４日 記者発表資料」をご覧ください。 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局
G R E E N × E X P O 推 進 課 

脱 炭 素 ・ G R E E N × E X P O 推 進 局 
G R E E N × E X P O 推 進 課  広 報 担 当 
電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

資料３



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月19日に、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催２年前を迎えます。そ

れを契機に、開催２年前限定の新たなデザイン等により、横浜の街を彩り、「GREEN×EXPO 2027」のさ

らなる機運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市営地下鉄において初のラッピングトレインを運行！その他にも、横浜市内に乗り入れる鉄道 

各社の車内を「GREEN×EXPO 2027」のデザインで彩り、「GREEN×EXPO 2027」の認知度を高めます。 

 

（1）  車体広告（ラッピングトレイン） 

・横浜市営地下鉄（ブルーライン、グリーンライン：各１編成） 

 【運行期間】３月上旬～５月末（予定） 

 

（2） 車内広告（アドトレイン） 

   ・相鉄線（全編成）、横浜市営地下鉄(ブルーライン、グリーンライン：各１編成)、JR京浜東北・根岸線（１編成） 

       東急線（５編成）、京急線（１編成）、シーサイドライン（２編成）  

   【運行期間】２月下旬～３月末（予定）（各線により時期が異なります） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局
G R E E N × E X P O 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「GREEN×EXPO 2027」 開催まであと２年！ 

横浜の街なかを彩り、開催への期待感を高めていきます 

〈開催２年前限定デザイン〉 

１ 「GREEN×EXPO」で車体をラッピングした電車を初運行！  

〈車内広告イメージ〉 〈横浜市営地下鉄車体広告イメージ〉 
裏面あり 



 

 
 

   

 GREEN×EXPOの地元瀬谷区や旭区、新幹線の発着駅である新横浜駅にGREEN×EXPO仕様のカウントダ 

ウンボード等を設置します。また、開催２年前限定の新たなデザインにより街なかを彩り、開催２年前 

の祝祭感を演出します。 

 

（1） カウントダウンボードの設置 

・瀬谷駅北口広場、三ツ境駅ペデストリアンデッキ、 

 新横浜駅交通広場 

【設置期間】３月19日～GREEN×EXPO終了まで（予定） 

 

 

 

 

 

（2） 会場周囲の仮囲いの装飾 

・GREEN×EXPO 2027の会場となる旧上瀬谷通信施設の工事現場の 

 仮囲いを、市内の中学生がGREEN×EXPOをイメージして描いた 

 絵画やGREEN×EXPOデザインで装飾 

 【実施期間】３月19日～当面 

 

 

 

 

 

 

（3） 横浜都心部や会場周辺駅の装飾 

・壁面広告：横浜駅、新横浜駅、元町・中華街駅、瀬谷駅 等 

・柱巻き広告：馬車道駅、新横浜駅 

・階段広告：新横浜駅、馬車道駅 

【実施期間】３月初旬から順次実施予定 

 

 

 

 

 

 

２０２７年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の概要 
 
開催場所 ：神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設） 

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テーマ   ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～  

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha) 

クラス  ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参加者数  ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

お問合せ先 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課担当課長  古市 悟志 TEL:045-671-4866 

２ 都心部や地元瀬谷区・旭区を GREEN×EXPO で彩り、祝祭感を演出！  

〈カウントダウンボード 設置イメージ〉 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

〈仮囲い 装飾イメージ〉 

〈馬車道駅 階段広告イメージ〉 

🄫Expo 2027 



「令和７年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【事業説明】 

１ 事業の趣旨 

 「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和７年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 令和７年度横浜市市民活動保険補償内容（令和６年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償 

１名 １億円 死 亡 １名 500 万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500 万円） 

財物賠償 １事故 500 万円 入 院 １日 3,500 円（180 日限度） 

保管物賠償 １事故 500 万円 通 院 １日 2,500 円（90 日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000 円 手 術 

入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

４ 添付資料 

リーフレット「令和７年度横浜市市民活動保険のご案内」

５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

※ 令和７年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 

市連会３月定例会説明資料
令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

市民局地域活動推進課 
担当 大内、荒木 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp

資料４



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 

 

12

4

3

43

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和６年４月～令和６年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和７年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

27

23

7

4

8

骨折

創傷

打撲

虫刺され

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R７年３月作成  



  
 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集チラシ・パンフレット 

等 
２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ・パンフレット 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（
各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . l g . j p  



令和７年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について【情報提供】 

１ 趣旨 

  令和７年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について、内容の詳細をご

案内させていただきます。自治会町内会向けの補助金の新設や拡充等が盛り込まれていま

すので、ぜひご活用ください。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

地区連合町内会も対象となりますので、利用をご検討ください。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、利用をご検討く

ださい。 

３ 今回ご案内する支援制度について（参考：別紙一覧参照） 

(1)地域の防犯力向上緊急補助金【新設】

(2)地域防犯カメラ設置補助金【拡充】

(3)地域活動推進費補助金【拡充（各区連会でご案内）】

(4)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金【継続】

(5)ＬＥＤ防犯灯事業【継続】

４ 備考 

令和７年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。 

 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 支 援 部 

（防犯関連） 
市民局地域防犯支援課 
(1)地域の防犯力向上緊急補助金

ＬＥＤ防犯灯事業
  電話 045-671-3709 佐々木、石橋 

(2)地域防犯カメラ設置補助金
電話 045-671-3705 川口(大)、早野 

メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp

（地域活動、会館脱炭素化関連） 
市民局地域活動推進課 
(3) 地域活動推進費補助金 川口(喜)、笹尾
(4) 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金

松永、髙橋 
電 話：045-671-2317 

メール：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp

【各制度所管担当】 

資料5-1

mailto:sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp
mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp


市民局（一部総務局） 令和７年度 自治会町内会活動への補助一覧 

 補助内容等（下線部：変更点） 申請〆切 問合せ・申請先 

補助の新設 

地域の防犯力向上緊急補助金 

自治会町内会等が、地域の防犯力向上に向け実施する公益的な取組

（例：防犯パトロール実施、防犯啓発グッズ作成・購入、センサー

ライト等防犯設備機器整備、防犯講座開催）への補助。補助率

9/10、上限 20万円 

 

10月 31日 【４月 1日～】 

受付センター 

電話 045-550-5125 

上限額引き上げ 

地域防犯カメラ設置補助金 

自治会町内会等が実施する、防犯カメラの機器購入費、当該カメラ

設置工事・看板設置にかかる経費（新規設置・更新とも可）への補

助。補助率 9/10、上限 21万→28万円 

 

７月 31日 港北区地域振興課 

上限額引き上げ 
(単位自治会町内会への補助のみ） 

地域活動推進費補助金 

 

自治会町内会が公益的活動（環境美化、防災・防犯、福利厚生、文

化活動、広報活動等）に係る経費等への補助 

上限額 700円→900円×加入世帯数（※連合に対する補助率等は別

途算定基準あり） 

６月 30日 港北区地域振興課 

（議題 5-2参照） 

補助の継続 

自治会町内会館脱炭素化推進事

業補助金 

自治会町内会館等に、LED照明器具、エアコン、断熱窓等、太陽光

発電設備、蓄電池の導入に関する経費の補助。補助率 2/3、上限あ

り 

 

９月 30日 

 

【４月１日～】 

市住宅供給公社(予定) 

電話 045-451-7740 

 

地域防犯灯維持管理費補助金 

 

自治会町内会等が所有・維持管理する「地域防犯灯」の維持管理経

費への補助。地域防犯灯の数×2,200円（年、定額） 

６月 30日 港北区地域振興課 

 

自治会町内会館整備費補助金 

昨年、７年度会館整備の事前申出をした自治会町内会等を対象に、

整備に関する経費の補助。 

補助率 1/2、上限：新築・購入 1500万円（1㎡あたり 12.5万円を

限度）、修繕 250万円等 

 

６月 30日 

 

港北区地域振興課 

（４月市連会・区連会

にて案内） 

町の防災組織活動費補助金 町の防災組織の行う自主防災活動にかかる費用 

各団体の申請世帯数等に応じて支給（１世帯 160円） 

６月 30日 港北区総務課 

（議題 5-3参照） 

※LED防犯灯事業：自治会町内会等の申請により 300灯（電柱共架型）の新設 

（申請時期：４～５月、問合せ・申請先：港北区地域振興課） 

※令和７年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。 

別紙 

※８年度整備に向けた事前申出 



令和 7 年３月 発行

申請手続やよくある質問等は

こちらをご覧ください。地域の防犯力向上緊急補助金検索

横浜市 地域の防犯力向上緊急補助金 ウェブページ

令和７年３月 発行

※ 1  申請は１団体につき１回です。

※1

4 月 1 日〔火〕 10 月31 日〔金〕令
和
　
年
7

申請期間

自治会町内会・地区連合町内会

※2  補助対象事業合算での上限額（千円未満切り捨て）

※2

？

令和 年度7

01091115
長方形



申請の手引・よくある質問・申請書等  の詳細情報は、
　　ページはページは
こちら
　　ページは
こちら

W　　WWEBB

https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/hojokin/
U R L参考

地域の防犯力向上緊急補助金

横浜市ウェブページでご案内しています。

02
POINT

ウェブページ　ご案内の

※ １団体につき、申請は１回です。

※ 補助対象事業 ( 取組 ) 合算での上限額 ( 千円未満切り捨て )

１０分の９  /  ２０万円

補助率 / 補助上限額

事業の実施に必要な手続や実施後の管理等を、団体の責任において
適切に行えるもの。

5

交付申請兼実績報告書を令和 7 年 10 月 31 日までに提出可能なもの。4

3 令和 7 年 4 月 1 日から同年 10 月 31 日までの日付で発行された

領収書 ( 団体名、品名の内訳、金額の内訳が明記されているもの ) の写しの

添付のあるもの。

本事業の利用に際し、地域の防犯力向上を目的として、地域の防犯力を高める
取組について検討し、意思決定を行った上で実施するもの。

2

自治会町内会・地区連合町内会が地域の防犯力向上に向け実施する、

公益的な取組であるもの。

1

補助要件

自治会町内会・地区連合町内会

対象団体

01
POINT

補助制度　概要の



申請する
「交付申請兼実績報告書   　　　　 」

ス テ ップ 3

を提出します。（第　号様式）1

ス テ ップ 2 取組を行う、支払う
支払う際は、必ず 領収書 をお手配ください。

やることを決める
団体内で話し合っていただき、取組を決めます。

ス テ ップ 1 とえばた こんな取組とえばた こんな取組

請求する
交付決定兼額確定の通知が届いたら補助金請求書を　か月を目途に提出します。
最終提出期限は令和　年    月    日

ス テ ップ 4

（金曜日）です。7 12 26
1

10
令和　年7
31月 日

金曜日

4
令和　年7
1月 日

火曜日

取組・申請期間

※ 自治会町内会管理である旨 明示しましょう

その他

見守りの必要な方に貸与するために、
迷惑電話防止装置を購入

見通しが悪く防犯上死角になる
場所の樹木の剪定

防犯講座の開催

地域住民を対象とする防犯講座、
研修会、相談会への講師費用

講座当日に配布する冊子やサンプル
物品の購入

講座用チラシ、
作成・印刷に要する費用

講習内容のレジュメ

その他防犯設備機器の
整備

防犯カメラ等の防犯設備機器の
整備

整備に係る、　　　　　　　設置
工事費、　　　　　　　　同所に
整備　　  する場合の既存設備の
処分等に関する費用などの経費 ※
（交換）

機器の購入費、
附属設備の設置、

センサーライト等の
灯りの整備

地域の暗がりを解消するための
センサーライト等の灯りの整備に
係る、　　　　　　 、
附属設備の設置、
する場合の既存設備の処分等に
関する費用などの経費 ※ 

（交換）同所に整備
機器の購入費 設置工事費、

防犯啓発グッズの
作成・購入

防犯啓発用のぼり旗の購入や
掲示板の設置

防犯啓発チラシの作成

各戸の玄関や外壁に貼る
防犯・見守りステッカーの購入 

防犯パトロールの実施

青色回転灯等装備車　　　　に
かかる費用

地域防犯パトロール活動に必要な
物品　　　　　　　　　　　の
購入

（青パト）

（防犯ベスト、誘導灯等）

灯りの整備

住民を対象とする防

犯 ト ルの実

回転灯等装備車　（ 　　　　

03
POINT

申請手続 の流 れ



横浜港郵便局 私書箱第 1 4 7号
〒2 3 1 - 8 6 9 1

横浜市防犯緊急補助金  宛

事業実施主体　横浜市 市民局 地域防犯支援課 事業実施主体　横浜市 市民局 地域防犯支援課 

開設期間 　令和7年4月1日 から 令和8年2月27日 まで開設期間 　令和7年4月1日 から 令和8年2月27日 まで

bouhan2025
        @imagination.co.jp

045-550-5125
受付時間    9 : 0 0 - 1 7 : 0 0（土日祝を除く）

防犯緊急補助金 受付センター防犯緊急補助金 受付センター（市委託事業者）（市委託事業者）

お問合せ・申請先

メール 又は 郵送 で ご申請くださいメール 又は 郵送 で ご申請ください

各種保証・保険料、振込手数料

ポイントサービスを利用することにより値引きされた額及び
当該購入により付与されたポイントサービス相当額

本補助金の申請手続に必要な費用（切手代、コピー代等）

交際費、慶弔費、祝金、見舞金、裁判費用、金券類、宿泊費

政治的活動又は宗教的活動に資する費用

飲食等に要する費用

使用することを想定せず、予備的又は将来に備えるための費用

サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料

既存防犯設備等の撤去のみを実施する経費

補助対象の事業であっても下記の経費については 対象外 とします対象外

補助対象外の経費

補助対象経費以外の経費と混同して計算されており、補助対象経費との区別が
できないもの

第三者に寄附（ＬＥＤ防犯灯寄附要綱に基づくＬＥＤ防犯灯の寄附を含む。）、
譲渡、売り払い等をすることを目的として実施するもの

地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金、地域防犯灯維持管理費
補助金、自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金、その他国や自治体等の補
助金・交付金・助成金等を既に受けたもの又は受けようとするもの

地域の防犯力向上に繋がらず、特定の個人のみの防犯対策に留まるもの

補助対象外の事業（取組）

04
POINT

補助対象外 について



令和７年度 地域防犯カメラ設置補助制度について 

１ 事業の趣旨 

 地域における防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和７年度も実施いたします。 

地域防犯カメラの設置をご検討される場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課までご提出ください。 

２ 制度の概要 

（１）申請書及び添付書類の提出期限：令和７年７月 31 日（木）必着

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、お早目にお願いします。

申請の手引及び申請書の配付場所：各区地域振興課または市民局ホームページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html

または、 横浜市 地域防犯カメラ設置補助金 で検索できます。 

（２）申請書類提出先：

・各区地域振興課（持参または郵送）

・横浜市電子申請・届出システム

【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式）、見積書、収支計算書（第２号様式）

詳しくは、申請の手引きをご覧いただき、各区地域振興課へご相談ください。

（３） 補助金交付までのスケジュール

令和７年３月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成

設置場所の近隣住民の同意の取り付け

・防犯カメラ設置について関係機関へ相談、協議

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所 等） 

７月 31 日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出

９月末頃 ・補助金交付決定（横浜市から交付、不交付の決定を通知します）

※以降、機器購入・工事契約が可能となります

令和８年２月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、横浜市へ実績報告書類を提出

３月頃 ・補助金交付

（４）補助条件等

① 補助対象の防犯カメラ

地域における犯罪の防止を目的として、道路や公園等の公共空間を撮影し、記録するた

めに特定の場所に固定して設置する防犯カメラが対象となります。 

防犯カメラの機能強化に係る設置機器の更新も補助の対象となります。 

防犯カメラの設置及び運用については、プライバシー保護のために、総会、役員会等で

合意を得ることが必要です。また、設置箇所周辺の住民にも必ず同意を得てください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html


 

② 補助対象団体：自治会町内会、地区連合町内会

③ 補助対象経費

防犯カメラの機器購入費及び当該カメラ設置工事にかかる経費

※電気料金、修繕、点検などの維持管理費は補助対象外

④ 補助内容

防犯カメラ 1台ごとに補助対象経費の 10分の９

補助上限額：280,000円

⑤ 補助予算台数

180台

予算の範囲内で交付決定をするため、申請をいただいても補助されない場合や、申請し

た台数の一部が補助されない場合があります。その場合、防犯活動の取組状況・犯罪発生状

況などを考慮し、補助金の交付を決定します。 

⑥ 令和６度度からの変更点

・補助上限額が 21 万円から 28 万円へ、補助予算台数が 150 台から 180 台へ拡充しま

す。 

・防犯カメラの機能強化に係る設置機器の更新についても補助の対象とします。

・公園内のみを撮影する防犯カメラにあっても補助の対象とします。

・提出書類の省略など、申請手続きを簡略化します。

【参考】民間事業者による防犯カメラ設置の取組 

自治会町内会が飲料自動販売機の設置場所を提供できる場合、その売上・利益により、防犯カメラの

設置費用等を賄う取り組みをしている事業者があります。横浜市地域防犯カメラ設置補助制度を利用せ

ずに防犯カメラの設置を検討する場合は参考にしてください。 

※設置条件等については飲料メーカーごとに異なります。詳細につきましては、横浜市 HPをご覧いた

だくほか、神奈川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課までお問い合わせください。 

市民局地域防犯支援課

電話：045-671-3705

電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp

横浜市ＨＰ→ 

神奈川県ＨＰ→https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/anan/annet/index.html 



令和７年度 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金

 

 
 

■申請までの ３ステップ

① 施工案作成対象製品・工事内容・予算等の確認、事業者へ見積依頼 

② 会の意思決定自治会町内会としての意思決定（総会・定例会等での確認） 

③ 申請準備「募集案内」を確認して、申請に必要な書類の作成・準備 

■対象製品 ※補助基準の詳細は、「募集案内」参照

LED 照明器具 エアコン 断熱窓など 

■対象団体

会館を所有している※自治会町内会・地区連合町内会 

※会館を自己所有していない場合や、集合住宅等の集会所を活動の拠点としている町内会

等も補助対象とします。

■［4/1～］ 申請書提出先／訪問アドバイザー事前予約／問合せ先

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 

電話 045-451-7740 
受付時間 平日９時～17時 

●申請方法は、

横浜市住宅供給公社へ、

E メール、郵送、

公社窓口に持参（予約制）

※本補助金の実施は、令和７年度横浜市予算案が横浜市会において、議決された後に確定します。

事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課 電話 045-671-2317 

４月１日～ 申請受付開始（予定） 
申請期限９月末／予算上限に達し次第、受付終了 

会館への 

省エネエアコン・ 

太陽光発電設備等 

の設置に補助 
（補助率 2/3）

建築士が、 

現地にてご相談を

お受けします 
（訪問アドバイザー派遣 

4/1～予約開始） 

「７年度版 募集案内」 

 

公開しました 

※断熱窓：会館の状況により、補助基準に合う製品が
見当たらない場合はお問合せください。

横浜市 会館脱炭素 



令和６年度
自治会町内会館脱炭素化推進事業

補助制度をご活用いただき、ありがとうございました

■補助申請実績

■太陽光パネルの設置や窓の断熱化で、脱炭素＋αの効果も

■脱炭素普及セミナーも開催

LED照明 エアコン 断熱窓 太陽光発電 蓄電池

246件 301件 21件 ８件 ７件

↑太陽光パネルの設置

↑窓の断熱化（内窓の設置）

市民局地域活動推進課

↑セミナーの様子

整備後の会館で「脱炭素普及セミナー」を実施しました（18か所）。
脱炭素の取組の大切さやメリットの説明とともに、太陽光発電量を確認したり、
断熱窓を触ってみたりと、効果を実感していただくことで、ご家庭での脱炭素
に向けた行動につなげていただくことを目指しました。

ご協力いただきました自治会町内会の皆さま、ありがとうございました。

↑セミナーの開催報告を回覧していただきました

・太陽光パネルを設置いただいた自
治会では、省エネだけではなく、
停電時などの電源の供給に活用す
る計画です。

・窓の断熱化として、内窓を設置し
た自治会では、断熱効果のほかに
も、遮音性能が向上し、カラオケ
の音漏れにも効果があった、とい
う声が聞かれました。

実績報告

435件
○整備項目別件数

元
の
窓
（黒
）→

内
窓
（白
）→

※１申請につき、複数項目の申請が可能なため、整備項目別件数の合計は、補助申請実績435件と一致しません。
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ＬＥＤ防犯灯事業について【お知らせ】 

（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について

・物価高騰等により事業費は年々増大していますが、電気料金など縮減できない経費が

事業費全体を圧迫している状況です。このため、市では、現在ある防犯灯の維持への

対応に注力しています。

・一方で、土地利用が変わり現在は設置基準を満たさないものがあります。街の灯り全

体のバランスよい配置を目指し、防犯灯の適正配置を進めていく必要があると考えて

いますので、引き続き、地域の皆様の御理解、御協力をお願いします。

（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について

市が設置したＬＥＤ防犯灯については、故障の発見・連絡や

周辺草木の除去等、日常の見守りを、自治会町内会の皆様に

お願いしています。 

自治会町内会から移管された鋼管ポール型防犯灯は、設置

から年数が経ったものも多く、劣化の著しいものも見られま

す。倒壊による被害を防止するためにも、見守り活動等によ

り劣化したポールを発見した場合は、速やかな情報提供をお

願いします。 

横浜市が管理する防犯灯 約 18 万灯 

電柱共架型 約 16 万灯 
（電柱につけた灯具を管理） 

鋼管ポール型 約２万灯 
（独立柱を建て、灯具をつけて柱ごと管理） 

灯具の横に黄色のプレートが付いています 

ポール本体に黄色の 

プレート又は銀色の 

シールが付いています

ポールの劣化事例

Y 瀬谷区 

T 555 

Y 鶴見区 

プレートタイプ シールタイプ

【横浜市防犯灯設置基準（抜粋）】 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を照明

する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由により

やむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯上及

び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

01091115
長方形
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【電柱の撤去に伴う防犯灯の取扱いについて（参考）】 

市の電柱共架型防犯灯は、電柱事業者や土地所有者の許可を得て設置しています。電柱事業者

や土地所有者等の都合により、灯具のついた電柱が撤去・移設される場合、原則として防犯灯も

同時に撤去・移設となりますので、予め御承知おきください。 

（３）鋼管ポール防犯灯の全数点検及び撤去への御理解について

横浜市では鋼管ポールの劣化対策として、過去に点検を行い、その上で劣化が認めら

れるものについて順次対応をしてきましたが、さらに劣化が進んでいる現状を踏まえ、

令和７年度に市内約２万灯の全数の鋼管ポール防犯灯の点検調査を行います。点検では

私有地に立入ることもありますので、予めご承知おきください。 

また、著しい劣化が認められた場合、安全を考慮し撤去させていただきます。撤去後

は、横浜市防犯灯設置基準に照らし合わせ、①撤去のみ、②近隣電柱に灯具を移設、③

建替え（鋼管ポール型防犯灯の再整備）のいずれかの対応となります。 

なお、現在設置する鋼管ポールは基礎が大きい（約直径

50cm 地中深 1m）ため、既設鋼管ポールと同じ場所及び周

辺に設置できない場合もあります。設置可能なスペース

を確保できない場合や、近隣の方の合意が得られない場

合など、市では建替えできない場合があります。 

市の設置する防犯灯は電柱共架型を基本としているこ

とから、建替えは付近に電柱がなく、代替照明を設置す 

【ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際の連絡先】 

・○○区地域振興課  電話０４５－ －

・市民局地域防犯支援課 sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 

■お知らせいただきたいこと

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号）

② 電柱番号、住所及び目標物

③ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点いている」「車が衝突し鋼管ポールが傾

いた」「鋼管ポールの根元が腐食している」等）

④ 不具合発生の時期（気づいた日）及び時間帯

＊防犯灯は、周囲の明るさを感知して自動点灯します。周囲の状況により、点灯のタイミング

が異なることがありますが、故障ではありません。 

【注意：電線の垂れ下がりや切断を見つけたとき】 

大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマー 

センター（0120-995-007）に、直接御連絡ください。

※0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803（有料）
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る場所が無い場合に限ります。

自治会町内会が自ら灯りを設置する際、令和７年度は「地域の防犯力向上緊急補助金

（申請期間４～10 月）」も活用できます。鋼管ポールが撤去された場所には、代替手段

として自治会町内会でのセンサーライト等の設置をあわせてご検討ください。 

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について

① 令和７年度の新規設置の御申請について

・市（18 区）全体で 300 灯（電柱共架型）の予定です（鋼管ポール型防犯灯の申請受

付は行いません。）。

・申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和７年５月 30 日（金）となります。

・『令和７年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等

を確認し、御申請ください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。 

令和７年度からは、付替制度を使用した防犯灯設置の申請は、通年受け付けます。 

💡💡令和６年度から制度化した「付替制度」とは、周辺の土地利用状況が変わり、防犯灯

に頼ることなく十分な明るさを確保できるようになった場所の市管理防犯灯を撤去し、

代わりに明かりが必要な場所の電柱に灯具を再設置する制度です。新設予定数（電柱

共架型 300 灯）とは別枠で設置できますので、積極的な御検討をお願いします。 

② 申請にあたっての留意事項

・申請にあたり、近隣の方などの御理解を得るようにしてください。

※設置後に近隣の方とトラブルになるケースが多く発生しています。

・複数の申請を行う場合は、自治会町内会にて十分検討のうえ、必ず優先順位を記

載して下さい（優先順位の高い申請から審査します。）。

③ その他の方法で必要な灯りを確保するには

次のような手法で必要な灯りを確保する方法もあります。御検討ください。 

―――― 
ＬＥＤ防犯灯事業の市ホームページは 
URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/ 

自治会町内会が自ら灯り

を設置し、維持管理を行う 

令和７年度は「地域の防犯力向上緊急補助金」の利用

が有利（9/10 補助、上限 20 万円）で便利です。 

なお、地域防犯灯維持管理費補助金の対象となる灯り

を整備した場合は、翌年度以降、維持管理に係る補助

金交付（年 2,200 円/灯）が受けられます。 

自治会町内会や宅地開発

事業者が、ＬＥＤ防犯灯を

独自に設置する 

事前に横浜市と協議のうえ、設置基準を満たした防犯

灯について設置後に横浜市へ防犯灯を寄附いただける

制度があります。 

※鋼管ポール型防犯灯は寄附制度の対象外



横浜市  

地域の防犯力向上緊急補助金 

利用の手引

（令和 ７ 年 ３ 月） 

                            要綱、チラシ、FAQ、様式ダウンロードはこちら 

令和 ７年 ４月 １日（火） から 10 月 31 日（金） まで

申 請 期 間 

地域の防犯力向上緊急補助金 

市ホームぺージ 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/ 

bohan/hojokin/ 

お 問 合 せ 先 

防犯緊急補助金 受付センター （開設期間： 令和７年４月１日～令和８年２月 27 日） 

TEL ： 045-550-5125 受付時間： ９：００～17：00（土日祝をのぞく） 

Email ： bouhan2025@imagination.co.jp 

横浜市市民局 

https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-
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制度の概要  
 

１ 目的  

いわゆる「闇バイト」による凶悪事件等が広域に発生し、市民の不安が高まる中、自助・共

助・公助を組み合わせ、社会全体での防犯対策の強化が求められています。 

ついては、地域住民が安心して暮らせるよう、自治会町内会の地域防犯対策への緊急支援を

行い、住民一人ひとりの防犯意識や地域の防犯力を高めることで、安全安心なまちづくりの推

進を図ります。 

こうした取組を通じ、地域コミュニティの活性化に繋げていきます。 

２ 緊急対策事業の趣旨  

本事業は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年 11 月

22日閣議決定）に、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために重点支

援地方交付金を追加する旨が盛り込まれ、当該交付金メニューのひとつとして実施するもので

す。 

交付金活用の基本的な考え方として、「地域を犯罪から守る活動を行う生活者に対して、安

全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減のための支援も可能」であると示されたことから、

令和７年度は、既存の本市地域活動推進費補助金事業の一部を拡充する形で、緊急的な補助金

交付を実施するものです。 

３ 補助対象団体  

自治会町内会、地区連合町内会 

４ 補助要件 

（１）自治会町内会・地区連合町内会が、地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組で

あるもの 

（２）本事業の利用に際し、地域の防犯力向上を目的として、地域の防犯力を高める取組につ

いて検討し、意思決定を行った上で実施するもの 

（３）令和７年４月１日から同年 10月 31日までの日付で発行された領収書（団体名、品名の

内訳、金額の内訳が明記されているもの）の写しの添付のあるもの 

（４）交付申請兼実績報告書を令和７年 10月 31日までに提出可能なもの 

（５）事業の実施に必要な手続や維持管理等を、自治会町内会・地区連合町内会の責任におい

て適切に行えるもの 
 

５ 補助率、補助上限額等 

（１）補助率 10分の９ 

（２）補助上限額 20万円 ※補助対象事業（取組）合算での上限額（千円未満切り捨て） 

◆１団体につき、申請は１回です。 
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 補助金が交付されるまでの流れ

自治会町内会
地区連合町内会

防犯緊急補助金

受付センター 横浜市

内容検討・意思決定

事業（取組）実施
支払い（領収書受領）

補助金
指定口座へ振込

審査

補助金受領（～R8.3.31）

交付決定兼交付額確定

交付決定兼交付額確定通知書受領
交付決定兼額確定の通知発
送（連絡担当の方へ郵送）

補助金請求書提出
（～R7.12.26 〆）

郵送又は電子メールにて受付窓口に提出しま
す。

※持参による提出を希望する場合
は、区地域振興課にお預けください

受理
（郵送又は電子メール）

審査

交付申請兼実績報告の提出
（R7.4.1～R7.10.31）

郵送又は電子メールにて受付窓口に提出しま
す。

※持参による提出を希望する場合
は、区地域振興課にお預けください

受理
（郵送又は電子メール）

修正あり 修正なし修正・確認

＜ステップ３＞申請する

修正あり 修正なし修正・確認

＜ステップ１＞やることを決める

＜ステップ２＞取組を行う、支払う

＜ステップ４＞請求する
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申請の手続き 

＜ステップ１＞やることを決める 

 

 

 

 

団体内で話し合っていただき、取組を決めます。 

補助の対象となる事業（取組）は、「１ 補助対象事業」のとおり、 

『自治会町内会・地区連合町内会が、地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組』 

です。検討のきっかけとなるよう、取組の例・具体例を挙げていますが、これは一例です。

この例に関わらず、地域の実情に応じて自由にお考えください。 

ただし、「２ 補助対象外事業」、「３ 補助対象外経費」もありますのでご注意ください。 

 なお、総会などに諮った議事録、防犯部会での意見交換などの意思決定の経過などは、市か

ら求められない限り、市に提出する必要はありませんが、記録に残しておくとよいでしょう。 

 

１ 補助対象事業 

自治会町内会・地区連合町内会が、地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組 

（例） 

補助対象事業（取組）の例 補助対象事業（取組）の具体例 

①防犯パトロールの実施 

・青色回転灯等装備車（青パト）にかかる費用 

・地域防犯パトロール活動に必要な物品（防犯ベスト、誘導

灯等）の購入 

②防犯啓発グッズの作成・購

入 

・防犯啓発用のぼり旗の購入や掲示板の設置 

・各戸の玄関や外壁に貼る防犯・見守りステッカーの購入 

・防犯啓発チラシの作成 

③センサーライト等の灯り

の整備 

・地域の暗がりを解消するためのセンサーライト等の灯り

の整備に係る、機器の購入費、設置工事費、附属設備の設

置、同所に整備（交換）する場合の既存設備の処分等に関

する費用などの経費 

（自治会町内会管理である旨の明示をお願いします。） 

④その他防犯設備機器の整

備 

・防犯カメラ等の防犯設備機器の整備 

・整備に係る、機器の購入費、設置工事費、附属設備の設置、

同所に整備（交換）する場合の既存設備の処分等に関する

費用などの経費 

（自治会町内会管理である旨の明示をお願いします。） 

➄防犯講座の開催 

・地域住民を対象とする特殊詐欺防止対策や強盗・空き巣対

策等に係る啓発を行う講座、研修会、相談会への講師費用 

・講座用チラシ、講習内容のレジュメ作成・印刷に要する費

用 

・講座当日に配布する冊子やサンプル物品（防犯フィルム、

防犯ブザー等）の購入 
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コラム：上記の（２）は、どういう意味でしょうか？ 

Q１ うちの自治会町内会は、毎年、地域活動推進費補助金の交付を受けて 

各種事業をやっているから、こちらの補助金は利用できないのかな？ 
 

A１ 利用できます。団体として、複数の補助金の交付を受けることは可能です。 
    上記は、団体が行う様々な事業（取組、物品購入など）のうち、ひとつの事業に対して 

２つ以上の補助金交付は受けられない、という意味です。 
 

Q２ 具体的に教えて？ 
 

A２-１ ひとつの取組に複数の補助金を使うのはダメ！ 
 

具体例 
「防犯カメラ１台を整備するのに、この補助金と地域防犯 

カメラ設置補助金の２つの制度を両方とも使って、せっかく 
だから高価な防犯カメラを整備しよう！」 

⇒ひとつの取組に対し、補助金を重複利用はできません！ 
 

A２-２ 別の取組に対して、補助金を使い分けるのは OK！ 
 

具体例 
「X 路地のセンサーライトの整備にはこの補助金を利用しよう。別の場所Y 路地のセンサー

ライトの整備には地域活動推進費補助金を利用しよう。」 

⇒センサーライトの設置という行為は同じでも、違う場所での（同じものではない）取組に対

し、違う補助金を使うので申請できます！ 

※ただし、別々に支払い、それぞれの領収書を受領してください。 

⑥その他、上記に該当しない

防犯に資する取組 

・見守りの必要な方に貸与するために、迷惑電話防止装置を

購入 

・見通しが悪く防犯上死角になる場所の樹木の剪定 

 

２ 補助対象外事業  
 

（１）地域の防犯力向上に繋がらず、特定の個人のみの防犯対策に留まるもの 

（２） 地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金、地域防犯灯維持管理費補助金、

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金、その他国や自治体等の補助金・交付金・助成

金等を既に受けたもの又は受けようとするもの 

（３）第三者に寄附（ＬＥＤ防犯灯寄附要綱に基づくＬＥＤ防犯灯の寄附を含む。）、譲渡、

売り払い等をすることを目的として実施するもの 

(４) 補助対象経費以外の経費と混同して計算されており、補助対象経費との区別ができな

いもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



３ 補助対象外経費  
  

補助対象の事業であっても、次の経費は対象外とします。 

（１）各種保証・保険料、振込手数料 

（２）既存防犯設備等の撤去のみを実施する経費 

（３）サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 

（４）ポイントサービスを利用することにより値引きされた額及び当該購入により付与され

たポイントサービス相当額 

（５）使用することを想定せず、予備的又は将来に備えるための費用 

(６) 飲食等に要する費用 

（７）政治的活動又は宗教的活動に資する費用 

（８）交際費、慶弔費、祝金、見舞金、裁判費用、金券類、宿泊費 

（９）本補助金の申請手続に必要な費用（切手代、コピー代等） 

 

 

＜参考＞金額が 100万円以上（税込）の取組を行う場合 
  

１件の金額が 100万円以上（税込）になると見込まれる取組を行うときは、横浜市補助金

等の交付に関する規則第 24条に基づき、市内事業者による入札または２者以上の市内事業者

から同一条件の見積書を徴収し、そのうち、最も安価な事業者を決めてください。 

領収書の確認審査の際、要件を満たした事業者であるかの確認作業を行います。 

 

 

 

市内事業者：①～③のいずれかに当てはまる団体。 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（※）における所在地区分が市内である者 

②登記簿における本店又は主たる事務所（支店や営業所は含まない）の所在地が市内で

ある者 

③主たる営業の拠点が市内である、個人事業者及び登記簿に登記されていない団体 

 

 

※横浜市一般競争入札有資格者名簿の確認方法 

 ◆「ヨコハマ・入札のとびら」 入札・契約情報◆ 

   https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info.html  

 

 

横浜市有資格者名簿 
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→ 同意画面が出ますので、内容確認のうえ、[上記に同意した上で使用します。] を選択します 

（→ 工事の場合は、その後、[有資格者名簿検索]をクリックします） 

  ◆検索方法◆ 

   １ 事業者を検索する場合 

    ① [・検索条件を入力して、検索する場合はこちら >> ]をクリック 

    ②＜工事＞ 

➢工種を選択 

      ＜物品・委託等＞ 

➢種目を選択 

    ③ 所在地区分を選択 

      （100万円未満の場合は[市内]と[準市内]にチェック、100万円以上の場合は[市内]にチェック） 

    ④ [検索]ボタンをクリック 

   ２ 依頼予定の業者が有資格者名簿登録業者かどうか調べたい場合 

    ① [・検索条件を入力して、検索する場合はこちら >> ]をクリック 

    ② [商号又は名称]欄に、業者の名称（フリガナまたは業者名を選択）を入力 

    ③ [検索]ボタンをクリック 

工事が必要な整備の場合はこちら 

物品購入（簡易な取り付け工事含む）
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＜ステップ２＞取組を行う、支払う 

発行日　令和７年３月３０日

但 防犯用品一式
上記正に領収いたしました。

株式会社〇〇　　〇〇　印

〇〇

領　収　書

上 様 No.　〇〇

横浜市〇区〇〇１－２
〒

（税込）金額 ¥110,000

TEL：
〇〇FAX：

内　　訳
税抜金額
消費税等

 

 

・令和７年４月１日（火）から 10月 31日（金）までの間に、事業（取組）を実施し、支払い

を済ませます。 

・支払い時には、日頃の買い物の時のおなじように、うっかりポイントカードを出して、ポイ

ントを付けないように注意が必要です。ポイントサービスを利用することにより値引きされ

た額及び当該購入により付与されたポイントサービス相当額は、一律、１ポイント１円に換

算として補助対象外の経費とさせていただきます。 

・支払う際は、必ず領収書をお手配ください。令和７年４月１日から 10月 31日までの日付で

発行された領収書（団体名、品名の内訳、金額の内訳が明記されているもの）がなければ、

補助金が交付されません。 

・領収書原本は、団体にて、少なくとも令和 13 年 3 月末日まで保存してください（要綱第７

条、第 15条）。（長期の使用が可能な防犯設備機器を整備した場合は、それ以上の保管の必要

な場合もあります。） 

 

 
 

＜参考＞補助金交付のできない領収書の例 

 

 

 

一式表示など、内容がわからない場合は、 

具体的な内容の内訳、金額の内訳がわかる内

訳書などの書類も受領し、添付してください。 

自治会町内会名を記載

してもらってください 

令和７年４月１日から 10 月 31日

までの日付のものが有効です 
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＜ステップ３＞申請する  

 

・「交付申請兼実績報告書（第１号様式）」を提出します。 

・添付が必要な領収書の写し（コピー）は、『貼付台紙』を利用すると便利です（任意）。 

・内容の確認などの問合せは、電話またはメールにて、連絡者とやりとりさせていだたきます。 

・交付決定兼額確定の通知は、連絡者住所にお送りします。 

（代表者住所は、補助金交付申請の手続きに必要ですが、送付する書類はありません。） 

 

１ 申請期間 

令和７年４月１日（火）～10月 31日（金） 
 

２ 「交付申請兼実績報告書」の入手 

①すべての単位自治会町内会長あてにお送りした、令和７年３月の区連会資料の中に入って

います。まずはご確認ください。 

②区役所地域振興課にお立ち寄りの際は、お渡ししますのでお声がけください。 

③受付センターに、メール又は電話にてお問合せいただき、お取り寄せください。 

④本市ホームページに掲載していますので、ダウンロードしてください。 

 URL : https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu- 

bohan/bohan/hojokin/yoko_bhn_kinkyuhojo.html 
 

３ 提出先 

 

提出方法 提出先など 

メール 

bouhan2025@imagination.co.jp 

 

提出の際には、メールの件名に「団体名、申請書」を記載してください 

郵送 

〒２３１－８６９１ 

横浜港郵便局 私書箱第１４７号 

横浜市 防犯緊急補助金 宛て 

 

・送付用の封筒は申請者が用意してください 

・郵便料金はご負担ください 

持参 持参による提出を希望する場合は、区地域振興課へお預けください 
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４ 「交付申請兼実績報告書」の記載方法 
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貼付台紙    ～地域の防犯力向上緊急補助金 交付申請兼実績報告書添付用～ 

領収書原本を貼った本用紙は、貴団体で、令和 13 年 3 月末日まで保存し、 

申請にはコピーをご提出ください（要綱第７条、第 15 条）。 

 

（  ）枚目/（  ）枚中                          

本ページの費用      円 
※各ページの費用の合計額が交付申請兼実績報告書の「総費用」となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

領収書はこちらにお貼りください 

（※領収書は全体が見えるように折らずに貼ってください。 

Ａ４判に収まらない場合は、Ａ３判での提出でも構いません。） 
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＜ステップ４＞請求する  

 

「交付決定兼交付額確定」の通知が届いたら、速やかに「補助金請求書」を提出します。 

 

１ 提出期限 

「交付決定兼交付額確定」の通知が届いてから、なるべく 30 日以内の提出をお願いします。 

最終の提出期限は、令和７年 12月 26日（金）です。 

 

  本事業は、国の交付金により実施する事業です。提出期限を過ぎると、補助金の交付（口

座振り込み）ができない恐れがありますので、お早めの手続きをお願いします。 
 

２ 「補助金請求書」の入手 

「交付決定兼交付額確定」の通知に同封しています。 
 

３ 提出先 

 

提出方法 提出先など 

メール 

bouhan2025@imagination.co.jp 

 

提出の際には、メール件名に「団体名、請求書」と記載してください。 

 

※口座名義人と請求者が異なり、印鑑の押印が必要となる請求書の提出は、 

メールでの提出はできません。 

郵送 

〒２３１－８６９１ 

横浜港郵便局 私書箱第１４７号 

横浜市 防犯緊急補助金 宛て  

 

・送付用の封筒は、申請者が用意いただくか、「交付決定兼交付額確定」の通知に同封

したものをご利用ください。 

・郵便料金はご負担ください 

持参 持参による提出を希望する場合は、区地域振興課へお預けください 

 

４ 補助金の振込 

遅くとも、令和８年３月末日までに、ご指定の口座に入金します。 

入金の連絡は行いませんので、記帳によりご確認ください。 
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５ 「補助金請求書」の記載方法 

「交付決定兼交付額確定」の通知にも同封していますのでご参照ください。 

提出は任意ですが、通帳のコピー（口座番号の記載のあるページ）を添付いただくと支払い

までの手続きがスムーズです。 

 

13



その他  

 

 「横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付要綱」は、次のような事項も定めています。該当

する場合は、まずはお問合せください。 

 

１ 交付申請の取下げ（第 10条） 

交付決定兼交付額確定通知書の受領後に、申請を取り下げようとするときは、理由とともに、

受領の日から起算して 30 日以内に、「取下届出書（第５号様式）」を提出してください。 

ただし、請求書の提出後は、取り下げることはできません。 

 

２ 再申請の禁止（第 11 条） 

交付申請の取下げをした場合は、原則として、再度本補助金の申請を行うことはできません。 

 

３ 財産の処分の制限（第 12条） 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める期間と 10年

のいずれか短い期間となります。消耗品とみなされる物品の購入や設備の整備であれば問題あ

りませんが、長期の使用に耐える構造物の整備や物品の購入を行った場合はご注意ください。 

 

４ 交付決定兼交付額確定の取消し及び補助金の返還（第 13 条） 

次の事項に該当することがわかった場合は、補助金の交付決定の全部/一部が取り消される

恐れがあります。既に補助金が振り込まれている場合は、全部/一部を返還いただきます。 

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用しようとしたとき。 

(3) 補助金を受け、購入した物品又は導入した設備を本市又は第三者に譲渡、交換、担保に

供し、又は供しようとしたとき。 

(4) この要綱の規定若しくはこの要綱に基づく条件に違反したとき（やむを得ない事情があ

ると市長が認めるときを除く。）。 

(5) 補助事業者から補助対象事業を取りやめたい旨の申し入れがあり、その理由をやむを得

ないものと市長が認めたとき。 

(6) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 

５ 市が収集する情報の取扱（第 14条） 

今回の補助事業により本市が収集する情報については、補助事業の目的を達成するために行

う統計分析、普及啓発等で利用することがあります。 
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６ 関係書類の保存期間（第 15条） 

領収書などの関係書類は、令和 13（2031）年３月 31日まで保存が必要です。 

長期の使用に耐える構造物の整備や物品の購入を行った場合は、最長で、令和 18（2036）年

３月 31日までの保存が必要です。 

 

７ 書類の閲覧（第 16条） 

交付決定の通知のあった次の書類は、横浜市市民協働条例基づき、閲覧希望者が閲覧します

ので、予めご承知おきください。 

また、閲覧希望者が、自治会町内会で保管されている書類の閲覧を希望する場合は、閲覧に

ついて相談させていただきますので、その際はご協力をお願いします。 

＜閲覧可能な書類＞ 

・交付申請書（代表者の住所、連絡者の住所、氏名、電話番号及びメールアドレスは除きま

す。） 

・領収書の写し 

・交付決定兼交付額確定通知書 
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問合せ・申請受付先  

 

  防犯緊急補助金 受付センター 

（開設期間：令和７年４月１日から令和８年２月 27 日まで） 

・TEL  ： 045-550-5125 

  受付時間 ： ９：００～17：00 （土日祝を除く） 

     ・Email ： bouhan2025@imagination.co.jp 

・郵送 ：〒２３１－８６９１ 

横浜港郵便局 私書箱第１４７号 

横浜市 防犯緊急補助金 宛て 

 

※対面による対応は行っていません。 

 

 

 

 

（市委託事業者） 

イマジネーション株式会社 

 

 （事業実施主体） 

横浜市市民局地域防犯支援課 

     TEL  ：045-671-3709 

Email：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 
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第１号様式（第７条第１項） 

年  月  日  

横 浜 市 長 

 

自治会町内会名
ふ り が な

：           （    区） 
 

代表者氏名
ふ り が な

：                    

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼実績報告書 
 
 横浜市地域の防犯力向上緊急補助金の交付を受けたいので、横浜市地域の防犯力向上緊急補助

金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、領収書（写）を添えて次のとおり申請します。 

なお、補助金の交付を受けるに当たっては、同要綱及び横浜市補助金等の交付に関する規則（平

成17年11月横浜市規則139号）を遵守します。 

 

１ 事業（取組）の内容  ※該当する内容を全てチェック（✓）してください。 

□ 防犯パトロールの実施 

□ 防犯啓発グッズの作成・購入 

□ センサーライト等の灯りの整備（団体管理である旨を明示） 

□ その他防犯設備機器の整備（団体管理である旨を明示） 

□ 防犯講座の開催 

□ その他［                             ］ 

 

２ 交付申請額            円  （総費用          円 ） 
       （総費用の9/10、千円未満切り捨て、上限20万円） 

３ 申請要件等の確認  

次の内容に間違いありません。（間違いがなければ、各項目にチェック（✓）をしてください。） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※この書類及び領収書（写）は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供するものとします。 

代表者住所：                    

   郵便番号： 

連絡者住所：                    

連絡者氏名
ふ り が な

：                    

連絡者電話番号：     －     －      

連絡者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：                  

※市役所記入欄 

・町内会整理番号 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

☐ 実施した内容は、地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組です。 
☐ 本緊急補助金の利用に際して、地域の防犯力向上を目的として、地域の防犯力を高

める取組について検討し、意思決定を行い、実施しました。 
☐ 今回申請するものについて、地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金そ

の他の補助金等の交付を受けていません（予定を含む）。また、寄附、譲渡、売り

払い等を目的として実施するものではありません。 
☐ 取組に当たって必要な手続は、申請団体の責任で行いました。 



令和７年３月 21日 

自治会町内会長 各位 

港北区地域振興課長 

令和７年度自治会町内会現況届及び 

地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金の書類提出について 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから地域の振興及び市政・区政の推進につきまして、御理解と御協力をたまわり、

厚くお礼申し上げます。 

さて、地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金申請書類一式及び自治会町内会現況届

を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出いただくようお願いいたします。 

申請書等の作成に関連してご不明な点がありましたら、担当あてご連絡をいただくようよ

ろしくお願いいたします。 

１ 提出期限 

・現況届：４月 30 日(水）

※Eメール・電子申請でもご提出可能です

・地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金：６月 30日（月）

※FAX・Eメール・電子申請でもご提出可能です

２ 提 出 先 

港北区地域振興課地域活動係 

３ 送 付 物 ※合同メールで送付します 

（１）令和７年度自治会町内会現況届

（役員や担当が変更となった場合は早期の提出をお願いします。）

(２) 令和７年度地域活動推進費補助金 事務の手引

(３) 令和７年度防犯灯維持管理費補助金 事務の手引

(４) 令和６年度地域活動推進費補助金活動実績報告書類一式

(５) 令和７年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金申請書類一式

※ 申請書類等は港北区役所ホームページからダウンロードできます。

港北区 地域活動推進費 で検索できます。 

担当：港北区地域振興課地域活動係 飯島、道岡 

℡ 540-2234 FAX 540-2245 

Email ko-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

↑申請フォームは 

こちら 
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令和７年３月21日 

自治会町内会長 様 

港北区総務課長 

「町の防災組織活動費補助金」 令和７年度交付申請及び令和６年度実績報告について 

(連絡) 

日頃から区の防災施策・事業にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和７年度も「町の防災組織」による防災活動を充実していただくため、標記補

助金を交付いたします。 

つきましては、同封の手引きをご参照いただき、書類のご提出をお願いいたします。 

１ 事業概要 

  自治会町内会等で組織されている「町の防災組織」が行う自主防災活動に対し、補助

金を交付します。 

２ 交付する補助金額 

  申請世帯数×160円 
※令和７年４月１日時点の「広報よこはま」配布部数が上限です。（配布がない団体は届出の

ある加入数とします）

４月１日時点の自治会町内会等の加入世帯数が「広報よこはま」配布部数を上回る場合は、

自治会町内会等の加入世帯数が上限です。

（ご不明な点は区の担当者までお問い合わせください。）

３ 提出書類 

  「※」のついている書類は、地域振興課に提出済の場合、提出不要です。 

（1） 交付申請

・令和７年度町の防災組織活動費補助金交付申請書（同封）

・収支予算書※

・事業計画書※

・団体の規約（変更がない場合は提出不要）※

（2） 実績報告（令和６年度に交付申請を行った場合は、ご提出が必須です）

・令和６年度町の防災組織活動費補助金実績報告書（同封）

・収支決算書※

・活動実績報告書※

・領収書（1件10万円以上の支出があった場合）

（3） 請求

・請求書（交付決定後に様式を送付します）

・口座振替依頼書※

・振込口座の確認できる通帳等の写し※

なお、交付申請書及び実績報告書については、港北区役所のウェブページにデータを掲載

しておりますので、必要な方は「港北区 町の防災組織活動費補助金」をウェブで検索して

ください。 
裏面あり
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４ 書類提出期限 

（1） 交付申請及び実績報告 

   令和７年６月 30 日（月） 

   ※ご申請いただいた自治会町内会から、順次手続きを進めます。 

（2） 請求書 

   交付決定通知書の到達から約２週間 

５ 注意事項 

（1）申請書の申請金額と収支予算書の「町の防災組織活動費」の金額が合っていないこと

が多く見受けられます。金額をご確認いただきまようお願いいたします。 

（2）実績報告書の支出金額と収支決算書の「町の防災組織活動費」の金額が合っていない

ことが多く見受けられます。金額をご確認いただきまようお願いいたします。 

（3）令和６年度に補助金の交付を受けている場合は、令和７年度に交付申請を行わない場

合でも令和６年度の実績報告書のご提出が必要です。 

６ 提出方法 

   総務課窓口にご持参いただくか、郵送（E-mail含む）にてご提出をお願いいたします。 

（1)  総務課窓口： 港北区役所４階 44番窓口 

（2） 提出先  ：〒222-0032 港北区大豆戸町 26-1 ko-bousai@city.yokohama.lg.jp 

港北区役所総務課防災担当 宛 

補助対象にできない経費が交付申請書・実績報告書に記載されていることがあります。

補助金の交付対象事業は同封の手引きに記載していますので、書類の作成にあたっては必

ずご確認いただきますようお願いいたします。 

補助対象外経費が記載されている場合は、交付する補助金の減額、交付済補助金の返還

請求を行う場合がありますので、ご承知おきください。 

本補助金を活用した活動や備品の購入について、補助対象かわからないなど、ご不明な

点がある場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。 

 

補助対象 補助対象外 

・防災訓練（地域防災拠点訓練、自治会町内会訓
練、初期消火訓練など）の実施 
・備蓄食料・防災資機材等の購入 
・防災のための講演会・研修会・講習会・見学会
の開催 
・防災マニュアル・防災マップ等の作成 
・AEDの購入 （リース含む） 
・防災パトロール （※防犯パトロールは対象外
です。） 
・その他防災活動の一環として実施する事業 
※交付の対象となるのは、令和７（2025）年度中 
に実施する事業に限ります。 

・食糧費（お茶代・弁当代など） 
・消防団への分担金や助成事業 
・防犯活動など、直接防災に関わりのない活動 
・防災積立金（当補助金は翌年度への持ち越しは
できません。） 
・分割購入費 
・自治会館等の光熱水費等の公共料金 
・「草刈機」等の直接防災に関わりのないものや
活動 
・防災等活動に従事した自治会町内会員に対す
る謝礼金、手当、菓子折等 

※当該事業は、令和７年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。 

 

 【問合せ先】 
港北区総務課防災担当 新井田、亀本、渡部 
TEL 045-540-2206 
FAX 045-540-2209 



自治会町内会アンケート調査への御協力について【協力依頼】 

日頃より市政・区政に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

横浜市では自治会町内会の活動の状況を把握するとともに、今後の自治会町内会活動に

対する本市の支援策の参考とするため、４年に１度「自治会町内会向けのアンケート」を

実施することとしています。 

このアンケート調査は皆さまの日頃の活動に関する工夫や課題、御意見等を直接伺うこ

とのできる大変貴重な機会となっております。 

つきましては、下記のとおり実施しますので、お忙しいところ大変恐縮ですが、回答に

御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

１ 調査対象 

全ての自治会町内会 【参考】令和６年４月時点の単位自治会町内会数 2,827団体 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】 単位会長あて資料を送付します。アンケートの御回答をお願いいたします。 

３ アンケートの内容 

別添調査票のとおり 

４ 回答期限 

  令和７年５月７日(水) 

５ 回答について 

(1) 御回答は原則として、自治会町内会長にお願いします。

※ 会長が回答することが難しい場合は、役員の方など、会の状況に詳しい方でも構い

ません。

(2) 提出にあたっては、総会などで自治会町内会として議決する必要はありませんので

回答者の率直な御回答をお願いします。

６ 回答方法 

(1) Webの場合

横浜市電子申請・届出システムより御回答ください。

＜スマートフォンの場合＞

右の二次元バーコードを読み取っていただき、本市電子申請ページ

より御回答ください。積極的な御活用をお願いいたします。

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 

市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

↑アンケートの 

二次元コード 

資料６



＜パソコンの場合＞ 

①「横浜市電子申請・届出システム」で検索いただき、本市電子申請ページより 

御回答ください。 

②「横浜市電子申請・届出システム」の画面左上の「手続き一覧（個人向け）」を 

クリックし、キーワード検索に「市民局 自治会 アンケート」と入力し検索く

ださい。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/a

pply/202dbb29-1dc3-4bc9-b377-4ac34075f00e/start 

 

(2) 郵送の場合 

アンケート用紙送付時に同封する返信用封筒で御返送ください。 

 

 

７ スケジュール（参考） 

３月末    各区連会終了後、自治会町内会長あてに各区配送ルートを通じて 

アンケート用紙等を送付します。 

  ５月７日    提出期限までに御回答・御提出をお願いします。 

  ６～10月   調査集計・分析 

  11月以降    自治会町内会に結果をフィードバックします。 

 

 

 

市民局地域活動推進課         

担当：川口、笹尾             

TEL 671-2317 FAX 664-0734 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

    

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/202dbb29-1dc3-4bc9-b377-4ac34075f00e/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/202dbb29-1dc3-4bc9-b377-4ac34075f00e/start
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自治会町内会アンケート 

 

アンケートのご回答にあたってのお願い 

◎ この調査票のご回答は、（原則）自治会町内会の会長にお願いします。  

◎ この調査は自治会町内会の活動状況を把握し、今後の自治会町内会の活動に対する本

市の施策の参考資料とすることを目的としています。 

◎ 提出にあたっては、総会などを開き自治会町内会として決議する必要はありません。 

◎ 全ての項目にご回答をお願いします。 

◎ 設問によって、（１つに○）（全てに○）といった、ことわり書きを付していますの

で、ご注意ください。また、次にご回答いただく項目を示している場合は、それにし

たがってください。 

◎ アンケート実施期間：令和７年３月～令和７年５月   

アンケート回答期限：令和７年５月７日（水）※郵送の場合もこの日までに投函して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査主体：横浜市 市民局 地域活動推進課 （〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10） 

     電話：045-671-2317 FAX：045-664-0734 

※自治会町内会名が分からない状態で集計し、結果は公表させていただきます。 

区 自治会町内会名  

所属する地区連合名（※地区連合に加入している場合のみ）  

自治会町内会の区域（エリア）について、１つに○ をしてください。 
 

① 町・丁を単位とするなど地域を区域  ②団地を区域  ③マンションを区域 

 

市民局・区役所が記入・使用します 

ＮＯ. 

右の二次元バーコードを読み取っていただき、本市電子申請ページより 

ご回答ください。積極的なご活用をお願いいたします。 
バーコード 

回答方法 

◆スマートフォンによる電子申請 

① 「横浜市電子申請・届出システム」で検索いただき、 

本市電子申請ページよりご回答ください。 

②「横浜市電子申請・届出システム」の画面左上の「手続き一覧（個人向け）」をクリックし、 

キーワード検索に「市民局 自治会 アンケート」と入力し検索ください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/202d

bb29-1dc3-4bc9-b377-4ac34075f00e/start 

◆パソコンによる電子申請 

同封の返信用封筒をご使用ください。 

◆紙でのご提出 

↑⼆次元コード 
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１ 自治会町内会長について 

  ※アンケートにご回答時点での、自治会町内会長についてご回答ください。 

   該当するものに○、〔  〕内には数字をご記入ください。 

 （１）会長の年齢 

    ① 20 歳代以下  ② 30 歳代  ③ 40 歳代  ④ 50 歳代   

    ⑤ 60 歳代    ⑥ 70 歳代  ⑦ 80 歳代  ⑧ 90 歳以上 

 

 （２）会長の性別 

    ① 男性     ② 女性    ③ 無回答 

 

 （３）会長の職業 

    ① 会社員    ② 公務員   ③ 自営   ④ 無職 

    ⑤ その他（              ） 

 

 （４）会長の在職年数 

    〔     〕年目 

（会長を辞めた後に再び会長に就任された場合は、以前の期間も含めた通算でお答えください。） 

 

 （５）会長の任期 

① 規約で任期を定めている  任期〔     〕年 再任〔    〕回まで 

② その他（               ） 

 

（６）会長の選出方法 

    ① 立候補／推薦制   ② 輪番制  ③ その他（          ） 

２ 自治会町内会館について 

 （１）自治会町内会館がありますか。 

    ① あり   ② なし → （３）にお進みください。 

 

 （２）会館の概況等について、該当するものに○をしてください。 

    また、〔  〕内には数字をご記入ください。    

ア 所在地 
 

      区                       

イ 種別 ①  戸建て  ② 建物の１室（合築含む） 

ウ 構造 
①  木造   ②  鉄骨造   ③ 鉄筋コンクリート造 

④  その他（           ） 

エ 築年数  築〔     〕年  または〔     〕年建築 

オ 会館の所有形態 

①  自治会町内会単独で所有  ② 共同で所有       

③  借家または借間       ④ 集合住宅の集会室 
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カ 耐震対策について 

① 新築時から耐震基準を満たしている 

② 耐震補強工事を実施済みである 〔    年度〕 

③ 今後、耐震補強予定である〔    年度〕 

④ 耐震基準を満たさないが、資金不足のため補強工事予定はない 

⑤ 耐震基準を満たさないが、建替えのため補強工事予定はない 

⑥ 耐震基準を満たしているかは不明（耐震診断未実施等） 

⑦ その他（                      ） 

キ 脱炭素化について 

① 省エネ設備導入済みである 

（設備名：ア LED 照明 イ エアコン ウ 断熱窓 エ 太陽光発電） 

② 省エネ設備導入に向け検討中 

③ 省エネ設備導入の予定なし 

（理由：                         ） 

 

 （３）今後の会館に対する考え方について、該当するもの全てに○をしてください。 

   （会館整備の予定があれば、整備予定年度も記入してください。） 

   

＝会館がない自治会町内会＝ 

① 会館はなく、建設・購入予定もない（地区センター等の公共施設やマンション集会

室等の共用スペースを利用など） 

② 会館はないが、今後、新築（購入）を予定〔  年度〕 

 

＝会館がある（賃借を含む）自治会町内会＝ 

① 会館はあるが、整備（建替え、修繕等）の予定はない 

② 会館はあるが、今後は地区センター等の公共施設やマンション集会室等の共用スペ

ースの利用に転換していく予定 

③ 会館があり、現会館の建替え、修繕等の整備を予定 

（下表に整備内容・年度を記入してください（あてはまるもの全て）） 

整備内容 ア 新築・購入 

 ・建替え 

イ 増築 ウ 修繕 エ 耐震改修 オ その他改修 

整備年度 〔  年度〕 〔 年度〕 〔 年度〕 〔  年度〕 〔   年度〕 

 

 （４）地区連合町内会館がありますか。（地区連長を兼務されている方のみ回答） 

①  あり   ② なし → ３にお進みください。 

 

 （５）地区連合町内会館の概況等について、該当するものに○をしてください。 

    また、〔  〕内には数字をご記入ください。（地区連長を兼務されている方のみ回答） 

ア 所在地 
 

      区                       

イ 種別 ①  戸建て   ② 建物の１室（合築含む） 

ウ 構造 
① 木造    ② 鉄骨造   ③ 鉄筋コンクリート造 

④ その他（           ） 

エ 築年数  築〔     〕年  または〔     〕年建築 
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３ 地区連合町内会の加入について 

地区連合町内会に入っていますか。 

① 入っている   ② 入っていない→入っていない理由をお答えください。 

                                      
 
 

４ 地域の防犯対策について  

（１）お住いの地域の治安は、良いと思いますか。該当するもの１つに○をしてください。 

① 良いと思う          ② どちらかといえば良いと思う 

③ どちらかといえば悪いと思う  ④悪いと思う  ⑤ わからない 

 

（２）地域の防犯対策として、どのようなことが効果あると思いますか。特に犯罪抑止

効果があると思うものを上位３つまで〇をしてください。 

 

① 地域住民による防犯パトロールなどの自主防犯活動 

② 講演会、講習会、防犯教室などによる個人の防犯意識の向上 

③ 防犯カメラの設置 

④ 「夜間の屋外照明」の設置 
  ※「夜間の屋外照明」とは、防犯灯、地域防犯灯、住宅・マンション・店舗・駐車場等のあかりなど、 

夜間に屋外を照らすあかり全般を指します。 

⑤ 不審者情報などの情報提供 

⑥ 清掃活動・落書き消去等の環境整備 

⑦ 警察による取締りやパトロール強化 

⑧ その他（                        ） 

 

 （３）地域に防犯カメラは必要だと思いますか。 

①  思う                 ② 思わない 

 

（４）自治会町内会が設置した防犯カメラはありますか。※録画機能がないダミーカメラは除きます。 

①  ある〔    〕台          ② ない 
 

 （５）防犯カメラを自治会町内会で設置する検討をしていますか。 

①  している〔    〕台        ② していない 
 

 （６）地域における防犯カメラの設置や運用にあたっての課題、その他ご意見などが 

ありましたら、ご記入ください。 
 

 

 

（７）その他、地域の防犯対策についてご意見などがありましたら、ご記入ください。 
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５ あなたの自治会町内会の運営上の課題について 

（１）運営上課題となっている項目について、上位３つまで○をしてください。 

     ① 役員のなり手が少ない（役員の高齢化・負担が大きいなど） 

     ② 行事（お祭りなど）の参加者が少ない（内容のマンネリ化など） 

     ③ 未加入世帯の増加 

     ④ 会員の高齢化 

     ⑤ 特定の会員しか運営、行事に関わらない 

     ⑥ 活動費の不足 

     ⑦ 自治会町内会館がない 

    ⑧ 行政からの依頼事項が多い 

    ⑨ 新旧住民の交流が図りにくい 

    ⑩ 外国人が増え、対応が難しい（生活習慣の違い・言葉の問題など） 

    ⑪ その他（                         ） 

    ⑫ 特に困っていない 

 

（２）日頃の自治会町内会運営におけるお困りごとについて、まず相談する相談先１つに〇をしてください。 

①  区役所の地区担当     ② 区役所地域振興課自治会町内会担当 

③ その他区役所の所管課  ④ 各区の市民活動支援センター 

②    ⑤ 区社会福祉協議会    ⑥ 地域ケアプラザ 

③    ⑦ その他（                            ） 

 

（３）（１）で挙げていただいた課題について、工夫されていることがありましたら、 

ご記入ください。 

 

 

 

（４）自治会町内会役員の高齢化や担い手不足を課題とする自治会町内会が多い中で、 

自治会町内会活動や運営を継続するために必要だと思うこと１つに〇をして 

ください。 

①  自治会町内会事務のデジタル化 

②  自治会町内会事務の外部化 

③  NPO など他の地域活動団体との連携 

④  企業との連携 

⑤  高校、大学との連携 

⑥  小、中学校との連携 

⑦  地区連合町内会内の協力 

⑧  他自治会との統合 

⑨  その他（                  ） 

 

 （５）役員のなり手を増やすため、工夫されていることがありましたら、ご記入ください。 
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６ 自治会町内会のデジタル活用状況について  

  自治会町内会で導入（活用）しているデジタルツールについて、該当するもの全てに○

をしてください。 

①  役員間での LINE を用いた連絡・情報発信 

②  自治会町内会ホームページ 

③  自治会町内会のインスタグラム 

④  自治会町内会の LINE 公式アカウントの開設 

⑤  自治会町内会向けアプリの導入（アプリ名：            ） 

⑥  キャッシュレス決済サービスの利用（例：PayPay 等） 

⑦  その他のツール（                        ） 

⑧  導入していない（理由：                     ） 

７ 自治会町内会への加入に向けての取組について 

 （１）未加入者（新たに引っ越しをしてきた方を含む）に対する加入の勧誘について、 

    実施しているもの全てに○をしてください。 

   

①  訪問して勧誘 

②  パンフレットなどをポストへ投函 

③  お祭りやイベントのときにパンフレットなどを配布 

④  行っていない →（２）へお進みください。 

⑤  その他（                     ） 

 

 （２）（１）で「④ 行っていない」に○をされた方 にお伺いします。 

    行っていない理由として該当するもの全てに○をしてくだい。 

 

①  勧誘を行う人手が不足しているから 

②  学生などの単身世帯が多く、加入に結び付かないと思うから 

③  加入に際しては、相手からの申し出が大切だと思うから 

④  現状の会員数が適当と思うから 

⑤  市役所、区役所が実施してくれているから 

⑥  その他（                     ） 

 

 （３）加入をしない（断られる）理由として聞いている項目全てに○をしてください。 

①  人づきあいが面倒、おっくうだから 

②  ほとんど家にいない、活動に参加できないから 

③  班長や役員をやりたくないから 

④  会費を払いたくない、会費の負担が大きいから 

⑤  何をしているのか分からない、加入メリットが分からないから 

⑥  引っ越す予定があるから、学生又は単身だから 

⑦  近所の知り合いが加入していないから 

⑧  その他（                     ） 
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 （４）自治会町内会への加入に向けて、行政の支援として有効と考えられる項目 

    全てに○をしてください。 

①  転入者への自治会町内会活動の周知 

②  転入者への自治会町内会連絡先の提供 

③  地域住民への自治会町内会活動の周知 

④  自治会町内会へのマンション建設の情報提供 

⑤  不動産、住宅建築業界への協力要請 

⑥  ホームページ開設などの自治会町内会情報発信の支援 

⑦  その他（                     ） 

⑧  支援は不要 

 

（５）加入の勧誘にあたって、課題となっていることがありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

  

（６）加入世帯を増やすため、工夫されていることがありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

８ 自治会町内会の特徴的な活動について 

  自治会町内会で行っている特徴的な活動がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

９ 行政からの依頼事項について 

 （１）行政からの依頼についてお答えください。 

    ① 負担だと感じるものがある 

② それほど負担ではない →（３）へお進みください。 
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 （２）（１）で ①負担だと感じるものがある に○をされた方にお伺いします。 

最も負担を感じるもの１つに○をしてください。 
 

    ① 行政からの情報周知（回覧・ポスター掲示） 

    ② 委嘱委員の推薦 

    ③ 選挙（従事者の推薦・投票所従事） 

    ④ 国勢調査（調査員の推薦など） 

    ⑤ 行事の出席依頼 

    ⑥ 広報の配布 

⑦  その他（                 ） 

 

（３）行政からの依頼についてご意見がありましたら、ご記入ください。 

 
   

 

 
 

 

 

10 自治会町内会活動に関するご意見などを、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

———————————— アンケートはここまで ーーーーーーーーーーーーーーー 

【自治会町内会のお役立ち情報】 

本市 HP に、自治会町内会への加入促進等に役立つ情報を掲載しています。 

◆講習会（事例発表）YouTube 動画（LINE などの情報周知活用方法） 

 

◆活動事例集「ハマの元気印」（過去の様々な事例をご紹介） 

 

◆加入促進チラシ・ポスター（ダウンロードの上ご活用可能！） 

 

本市ＨＰ（自治会町内会への加入促進ページ）URL 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

 

 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

↑⼆次元コード 

←
事
例
の
⼀
部 

是非、ご覧ください！ 



 

自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.3」の公開について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

令和６年 11 月にウェブ公開した「自治会町内会のための講習会」の内容を中心にまとめた、自治会

町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.3」を作成し、ホームページに公開しました。 

ICT を活用した負担軽減等の活動事例を紹介していますので、自治会町内会活動のデジタル化推進

をご検討の際にご活用ください。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 内容 

（１）自治会町内会の現状（組織数や加入率など）

（２）事例紹介

事例１ 保土ケ谷区 坂本町内会

「自治会 DX の実現に向けて」（LINE を活用した情報伝達） 

事例２ 瀬谷区 本郷第一自治会 

「回覧文書の電子化」 

（「いちのいち」アプリを活用した回覧、ポスターの電子配布） 

事例３ 南区 弘明寺公園自治会 

「キャッスレス決済導入で集金の負担を軽減」 

（「エンペイ」を利用した会費集金） 

（３）自治会町内会活動への補助制度（主な補助制度を掲載）

４ 公開先 URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

５ その他 

  データ掲載のみとなりますので、冊子が必要な場合は、お手数ですが、上記ホームページからデータ

をダウンロードの上、印刷いただくようお願いいたします。 

事例１、２については、発表動画を上記ホームページから視聴できますので、ぜひご覧ください。 

【担当】横浜市市民局地域活動推進課 川口、笹尾 

電話：671－2317 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

市連会３月定例会資料 
令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

＜新規事例紹介＞ 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

←二次元コード 
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満足

41%

やや満足

44%

やや不満

12%

不満

0%
無回答

3%

自治会町内会向けデジタルツール展示・相談会実施報告について【情報提供】 

１ 趣旨 

  市内３か所、118団体の参加をいただき、自治会町内会活動におけるデジタルツールの

活用（回覧板や会費集金等のデジタル化）に関するデジタルツール展示・相談会を実施し

ました。当日の資料や各事業者の発表等の動画を市 Webページに公開をしましたので、お

知らせいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

  【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

  【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 実施状況の報告 

（１）参加団体等

118団体（参加者数 168人）、連携事業者 15者

（２）アンケート結果（回収数 147）

・展示・相談会の満足度  

85％の方が「満足」「やや満足」にご回答

いただきました。

・主なご意見

・複数の企業からまとめて話が聞けて良かった。

・それぞれの特徴はだいたい理解できた。運用

方法や費用が様々なので、自分たちに合った

ものを探したい。

・デジタルと紙の二重管理が必要と思う。

４ 当日の資料・動画等 

市民局 Webページにて、公開をしています。 

併せて、自治会町内会向けに、デジタルツール（例：スマートフォンや LINEなど）に 

関する講習会をしていただける活動団体（費用負担が生じる場合あり）の情報等、 

デジタル化に役立つ情報も掲載しています。ぜひご覧ください。 

市連会３月定例会説明資料
令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

▲事業者ブースで説明を受ける
自治会町内会の様子

横浜市 自治会町内会 DX 検索 

▲自治会町内会 DX 応援事業 Web ページ

▲展示・相談会の満足度（アンケート結果） 

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 松永、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

回答数 147 
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「消費生活情報 よこはまくらしナビ」の 

自治会・町内会掲示板への掲示について 

１ 趣旨 

  横浜市消費生活総合センターに寄せられた消費者トラブルに関する相談（電話

相談・来所相談）は、令和６年４月から令和７年１月末時点で、約 14,000件と 

なっています。（令和５年度実績：約 15,000件） 

消費者トラブルを未然に防ぐため、横浜市消費生活総合センターでは、広く 

地域の方に向けての注意喚起の方法として、実際に寄せられた相談事例をわかり

やすくお伝えするちらし「消費生活情報 よこはまくらしナビ」を、平成 28年 

４月から発行しています。 

本ちらしにつきましては令和７年度から隔月の発行となりますが、可能な範囲

で自治会・町内会掲示板への掲示に御協力をお願いいたします。 

  複雑化・多様化する消費者トラブルを未然に防ぐため、今後も様々な機会・ 

媒体を使った啓発活動を実施しますので、引き続き御理解・御協力のほどよろし

くお願いいたします。 

２ 掲示するちらし 

「消費生活情報 よこはまくらしナビ」 Ａ４判１ページ（隔月発行） 

３ 発行スケジュール 

令和７年３月下旬 （４・５月号） 令和８年１月下旬 （２・３月号） 

５月下旬 （６・７月号） ３月下旬 （４・５月号） 

７月下旬 （８・９月号） 

９月下旬 （10・11月号） 

11月下旬 （12・１月号） 

４ その他の啓発 

(1) 横浜市消費生活総合センターホームページ、メルマガ、Ｘ（旧 Twitter)

(2) LINE、Instagram、YouTube、インターネットでの WEB広告【回数・媒体の増】

(3) 市庁舎・区庁舎、公共交通機関での啓発動画放送【実施場所の増】

(4) ごみ収集車での注意喚起アナウンス

(5) 地域向け出前講座【実施回数の拡充、講師に民間通信事業者を追加 等】

(6) 外国語版（英語、中国語、韓国語）及びやさしい日本語版のリーフレット【新規】

など

区 連 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ３ 月 
経 済 局 消 費 経 済 課 

(お問合せ・連絡先)

横浜市経済局消費経済課  

小山・中川・長岡 

電話 045-671-2584  

Email：ke-syohiseikatsu@city.yokohama.lg.jp 
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港北青指1

発行者
港北区青少年指導員協議会
編集　広報委員会
事務局
港北区大豆戸町26－1
港北区役所地域振興課内
TEL 045－540－2239
FAX 045－540－2245

港 北 青 指港 北 青 指
港北区青少年指導員協議会広報紙港北区青少年指導員協議会広報紙

第　51　号
令和７年３月 発行

順位 氏名 地区 飛距離

1 位 持田　夢叶さん 菊名 30m53cm

2位 戸叶　陽貴さん 綱島 15m37cm

3位 板垣　柚香さん 樽町 12m73cm

順位 氏名 地区 飛距離

1 位 持田　真叶さん 菊名 27m40cm

2位 雨宮　智成さん 樽町 11m50cm

3位 平井　秀太さん 綱島 10m58cm

順位 氏名 地区 滞空時間

1 位 舟山　百花さん 新羽 5.24 秒

2位 伊藤　　匠さん 篠原 4.79 秒

3位 加藤　　尊さん 篠原 3.30 秒

順位 氏名 地区 滞空時間

1 位 岩附　秀歩さん 城郷 3.78 秒

2位 田辺　蒼来さん 綱島 3.65 秒

3位 山口　暁人さん 菊名 3.40 秒

Aクラス飛距離

Bクラス飛距離

Aクラス滞空時間

Bクラス滞空時間

港北区では初の試みでしたが無事終了。港北区では初の試みでしたが無事終了。
参加した子どもたちも「またやりたい」とやる気満々でした。参加した子どもたちも「またやりたい」とやる気満々でした。
港北区のイベントに新しい1ページが加わった一日でした。港北区のイベントに新しい1ページが加わった一日でした。

令和６年11月４日（月・休令和６年11月４日（月・休日日）港北スポーツセンターにて令和６年度港北区紙ヒコーキ大会~翔time~を）港北スポーツセンターにて令和６年度港北区紙ヒコーキ大会~翔time~を
開催しました。例年のペットボトルロケット大会に代わる初の試みでした。開催しました。例年のペットボトルロケット大会に代わる初の試みでした。
競技は小学３年生以下の「Aクラス」と小学４年生以上の競技は小学３年生以下の「Aクラス」と小学４年生以上の

「Bクラス」に分かれ「飛距離」と「滞空時間」を競いました。「Bクラス」に分かれ「飛距離」と「滞空時間」を競いました。
子どもたちは各地区の「紙ヒコーキ製作講習会」で配られ子どもたちは各地区の「紙ヒコーキ製作講習会」で配られ

た紙ヒコーキ原紙を切り抜き、接着剤で貼り付けた紙ヒコーキ原紙を切り抜き、接着剤で貼り付け
て紙ヒコーキを一生懸命に作っていました。（て紙ヒコーキを一生懸命に作っていました。（紙ヒ紙ヒ
コーキコーキ製作講習会の様子は次ページで!）製作講習会の様子は次ページで!）
完成させた自慢の紙ヒコーキをもって大会に完成させた自慢の紙ヒコーキをもって大会に

臨みました。臨みました。
さて結果は・・・・さて結果は・・・・

港北青指4

　令和６年９月21日（土）直前まで雨の予報でしたがお天気は回復。令和６年９月21日（土）直前まで雨の予報でしたがお天気は回復。
　３年越しに開催することができました。３年越しに開催することができました。

　新横浜公園を中心としたコースを地区ごとに分かれて回り、新横浜公園を中心としたコースを地区ごとに分かれて回り、
「テニスコートは全部で何面？」「この花を見つけて！」なんて「テニスコートは全部で何面？」「この花を見つけて！」なんて
問題に、お互い協力しながら取り組んでいました。問題に、お互い協力しながら取り組んでいました。

　参加者からは参加者からは
「疲れたけど楽しかった」「またやりたい！」なんて「疲れたけど楽しかった」「またやりたい！」なんて
嬉しい声も。嬉しい声も。
　来年も地域の子どもたちが楽しめるイベントを実来年も地域の子どもたちが楽しめるイベントを実
施していきます！施していきます！

　途中に鶴見川流域センターにも立途中に鶴見川流域センターにも立
ち寄り、港北区を流れる鶴見川や公ち寄り、港北区を流れる鶴見川や公
園の役割などについて学ぶこともでき園の役割などについて学ぶこともでき
ました。ました。

資料10-1



港北青指3

編集
後記

　令和６年６月24日（月）港北公会堂にて港北区青少年指導員協議会
研修会が開催されました。各地区の会長を紹介したのち、新吉田地区、
新吉田あすなろ地区、高田地区の３地区の地区紹介。各地区の地域性を
活かし、住民とのコミュニケーションを大切にしたイベントが紹介されまし
た。後半は、こども青少年局青少年部長の田口香苗氏による『「こどもま
んなか社会」の実現に向けた動きと横浜市の青少年施策について』というテーマの講演会が行われました。
令和５年度に「こども基本法」「こども大綱」が制定され、子どもたちの育成、子育て支援に関する法律や方
針等が定められました。「こども基本法」では、すべての子どもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる
社会を実現することを目的とし、子育て家庭や、子ども、若者を支援する理念や役割を条例に沿って事例など
を紹介されました。　

　令和６年9月14（土）泉公会堂にて令和６年度横浜市青少年指導員研修会が
開催されました。オープニングイベントでは中田中学校吹奏楽部による懐かしい曲、
楽しい曲の演奏を披露。続いて開催区である泉区の活動紹介。「明るく楽しく無理
なく」をモットーに、江ノ島までのナイトウォーク、BBQ、流しそうめん等、楽しく工夫さ
れたイベントが紹介されました。講演会ではコミュニケーションコーチ山﨑洋実氏に
よる「戦わないコミュニケーション~自分のパターンを知る~」の演題で最初から会場の参加者全員が知らな
い人同士の三人組を即興で作り、自己紹介から始まり、笑いあり実践ありの参加型の講演会でした。「自分
の機嫌をよくする"ご機嫌力"を発揮すると相手を許せる、今から実践しましょう！」というお話に心を鷲掴みに
されました。次回は港北区です！令和7年９月20日（土）港北公会堂にて開催予定です。

青少年指導員は毎年７月末に「全市一斉統一行動パトロール」と称し、地域の社会環境の実態を把握すべく、
コンビニや公園などのパトロールを実施しています。各地区の活動状況の一部をご紹介します。

綱島地区
　社会環境実態調査&パトロールを
行う。日没後も酷暑にて繁華街・公
園・土手等も人影少なく平穏でした。
　社会環境実態調査も問題なく終了
しました。

大曾根地区
　地区内８ヶ所の公園と鶴見川河川
敷を3グループに分かれパトロール
を実施。時間は午後 10時から１時
間程度、徒歩にて見回りました。

城郷地区
　午後 9時から鳥山町方面と小机
町方面に分かれて約 1時間ほどかけ
て、地域内の実態調査とパトロール
を実施しました。盆踊り大会も終わっ
ており、周辺は静かになっていました。

　港北区恒例のペットボトルロケット大会はお休みし、初の試みとして紙ヒコーキ大会を開催しました。
　初めてのため、各地区とも悪戦苦闘していたようですが成功裏に大会終了。
　また今回の「港北青指」は各地区の掲示板への掲示を考慮し、楽しいイベントを前面に押し出
した紙面としています。ご意見は各地区の青少年指導員までお寄せください！

港北青指2

　令和６年度港北区ヒコーキ大会～翔 time～を前に、各地区で紙ヒコーキ製作講習会を実施しました。
　青少年指導員も初の試みで悪戦苦闘しました。その様子の一部をご紹介します。

　保護者の方や青少年指導員の力も借りて1時間程度で製作終了
（中にはぐずって泣く子もいました。）・・・続いては・・・

　令和６年11月30日（土）横浜アリーナにてふるさと港北ふれあいまつり
が開催されました。気温も暖かくお天気にも恵まれ、多くの方が来場されまし
た。ステージでは音楽やダンスなどが披露され、行列ができるブースも。
　青指のブースは今年もペットボトルロケットを飛ばす体験を皆さんに楽し
んでいただきました。恐る恐るポンプを押す子や、他の子が飛ばすペットボト
ルロケットに驚く子もいました。水を入れず空気のみでも大きな音を立てて飛
ぶので、みなさん興味津々でした。
　一時は行列もでき、体験をしてくれた子どもには青指の名前入りのボール
ペンとチラシなどを入れたファイルを配布していましたが、あっという間に配り
終えてしまいました。
　配布物がなくなっても体験に参加いただける方が多く、大盛況のうちに終
えることができました。
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□  警告の画面や音は、まず偽物か疑う！
□  警告が表示されても、慌てずにパソコンの電源を切る！
□  判断できなければ、周りに相談！

✓
✓
✓

消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

パソコンがウィルスに感染？パソコンがウィルスに感染？
偽の警告に注意！偽の警告に注意！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和７年 

4・5月号

　ネットを利用中に突然「ウィルス感染、サポート窓口に
連絡」と警告が出たので、慌てて電話すると「除去費用
５万円を払うように」と言われた。　 （相談者：70歳代 男性）

　偽のサポート窓口に誘導し、サポート
料金をプリペイド型電子マネーで、次々
と支払わせる手口が増えています。

　警告画面の電話番号には、慌てて 
連絡をしないでください。

資料11-2











令和7年 令和6年 増△減 令和7年 令和6年 増△減

18 13 5 189 109 80

14 11 3 110 72 38

0 0 0 0 0 0

1 1 0 11 13 △ 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 1 2 68 24 44

371 35 336 1,856 1,363 493

2 2 0 8 9 △ 1

焼 死 等 1 2 △ 1 焼 死 等 7 8 △ 1

放 火 自 殺 1 0 1 放 火 自 殺 1 1 0

6 4 2 26 22 4

令和7年 令和6年 増△減 令和7年 令和6年 増△減

1 5 1 4 1 40 24 16

2 4 1 3 2 38 14 24

3 1 4 △ 3 3 19 12 7

4 1 2 △ 1 4 13 6 7

5 7 0 9 5 11 2 9

18 令和7年 令和6年 増△減

1 189 109 80

0 14 7 7

0 8 5 3

0 5 5 0

6 22 12 10

0 16 7 9

1 5 4 1

0 9 7 2

3 10 5 5

1 10 4 6

2 14 12 2

1 18 13 5

1 9 4 5

2 12 4 8

9 1 8

12 7 5

18 3 4 △ 1

4 8 6 2

2 5 2 3

6

0

1

4

1

そ の 他

損
害

焼損床面積

年　　別

死 者

緑

配線器具

負 傷 者

合　　計

鶴見

こんろ

行政区別火災発生状況

神奈川

西

旭

磯子

ストーブ

第一分団

第二分団

第三分団

新吉田あすなろ連合町内会

合　　計

城郷地区連合町内会

新羽町連合町内会

その他

消防団分団担当地区別火災発生状況

第六分団

第七分団

第五分団

高田町連合町内会

新吉田連合町内会

建 物

林 野

そ の 他

車 両

航 空 機

第四分団

たばこ

合　　計

その他（調査中含む）

師岡地区連合町内会

菊名地区連合町内会

港北区連合町内会別火災発生状況

篠原地区連合自治会

主 な 出 火 原 因

火
災
種
別

建 物

林 野

損
害

航 空 機

車 両

船 舶

南

港南

保土ケ谷

港北

金沢

瀬谷

栄

泉

都筑

戸塚

青葉

※本年数値は速報値であり、確定値ではありません。

火災情報

火　災　発　生　状　況
年　　別

港　　北　　区　　内

年　　別

横　　浜　　市　　内
令和７年2月28日現在

火　災　発　生　状　況

港 北 消 防 署

港北区区連会会議資料

令和7年3月21日

大倉山地区連合町会

排気管

日吉地区連合町内会

綱島地区連合自治会

大曽根自治連合会

樽町連合町内会

中

こんろ

たばこ

焼損床面積

放火（疑い含む））

放火（疑い含む）

負 傷 者

年別 年別

死 者

主 な 出 火 原 因

件　　数件　　数

船 舶

火
災
種
別



令和7年 令和6年 増△減 令和7年 令和6年 増△減

3,343 3,462 △ 119 3,166 3,107 59

2,404 2,535 △ 131 2,834 2,820 14

596 575 21 1,813 1,707 106

85 102 △ 17 2,971 3,021 △ 50

258 250 8 2,825 2,507 318

2,644 2,682 △ 38

2,238 2,420 △ 182

令和7年 令和6年 増△減 2,778 3,029 △ 251

43,231 43,771 △ 540 1,913 2,050 △ 137

30,779 31,397 △ 618 2,344 2,424 △ 80

7,679 7,895 △ 216 3,343 3,462 △ 119

1,330 1,387 △ 57 2,011 1,999 12

3,443 3,092 351 2,670 2,658 12

1,837 1,897 △ 60

3,111 3,230 △ 119

1,416 1,458 △ 42

1,828 1,730 98

1,482 1,564 △ 82

5 6 △ 1

都筑

瀬谷

市外

戸塚

栄

泉

金沢急 病

港北

旭

一 般 負 傷

交 通 事 故

件　　数

そ の 他

横浜市内救急状況
年　　別

件　　数

急 病

交 通 事 故

そ の 他

一 般 負 傷

磯子

緑

青葉

令和７年2月28日現在

南

鶴見

救急情報
港北区内救急状況

年　　別

保土ケ谷

中

西

行政区別救急状況
年　　別

港南

神奈川

令和７年４月１日から消防隊員等の防火装備を一新します。
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